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(57)【要約】
【課題】構造の簡略化を図ると共に、耐振性等に優れた
発光表示装置およびエアコンプレッサを提供すること。
【解決手段】発光表示装置１は、ＬＥＤ４０が配設され
た基板部３０と、ケース本体２０とを備えている。ケー
ス本体２０は、ＬＥＤ４０が配設された側の基板面３０
ａを覆うようにして、基板部３０の取り付けが行われて
いる。ケース本体２０の天井面には、ＬＥＤ４０との対
向位置に、ＬＥＤ４０の光をケース本体２０の外側へ誘
導するための導通路５１が形成されている。
【選択図】　図３



(2) JP 2017-37109 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤが配設された基板部と、
　前記ＬＥＤが配設された側の基板面が覆われるようにして、前記基板部の取り付けが行
われるケース本体と、
を有し、
　前記ケース本体の天井面には、前記ＬＥＤと対向する位置に、前記ＬＥＤの光を前記ケ
ース本体の外側へ誘導するための導通路が形成される
　ことを特徴とする発光表示装置。
【請求項２】
　前記基板部を、一方の面に導電部が配設される片面実装基板としたことを特徴とする請
求項１に記載の発光表示装置。
【請求項３】
　前記導通路の前記外側の開口部に対して、前記ＬＥＤの光を拡散させるための拡散シー
トが設置されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の発光表示装置。
【請求項４】
　前記ＬＥＤの上面と、該ＬＥＤに対向する前記ケース本体の天井面との間に、予め間隔
が決定される間隙ｄが形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
１項に記載の発光表示装置。
【請求項５】
　前記間隙ｄの間隔は、前記導通路の前記ＬＥＤ側の開口部に対して、前記ＬＥＤより発
光された光の発光角度に基づいて決定されることを特徴とする請求項４に記載の発光表示
装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の発光表示装置を備えることを特徴とする
エアコンプレッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光表示装置およびエアコンプレッサに関し、より詳細には、ＬＥＤが配設
された基板部と、基板部の取り付けが行われるケース本体とを有する発光表示装置および
エアコンプレッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、アラビア数字の「８」の字の各辺中心部分にＬＥＤ（light emitting diode
：発光ダイオード）をそれぞれ配置した７セグメント構造によって、文字（アルファベッ
ト）や数字を発光表示させる７セグメントＬＥＤユニットが知られている（特許文献１参
照）。
【０００３】
　一般的な７セグメントＬＥＤユニットは、底面が開放された矩形の筐体ケースと、ＬＥ
Ｄに対して通電を行うための複数のリードが設けられる基板部と、基板部に配設される７
つのＬＥＤとにより概略構成されている。各ＬＥＤは、「８」の字の各辺中心部に位置す
るようにして基板部に配設されており、リードは、基板部に配設されたＬＥＤに対して通
電可能な状態で接続される。
【０００４】
　筐体ケースの天井面には、ＬＥＤの配設位置に対応する開口部が７箇所設けられている
。開口部は、筐体ケースの天井面を貫通する内部の空間によって形成されている。この空
間は、筐体ケース内面側から筐体ケース外面側に向かって拡幅する、テーパー状の断面形
状を備えている。ＬＥＤとリードが設けられた基板部は、筐体ケースの開放された底面側
から内設され、ＬＥＤが開口部における空間の底部に入り込んだ状態で取り付けられる。
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基板部が筐体ケースに取り付けられた状態において、開口部の空間には、導光性樹脂が充
填される。ＬＥＤが点灯されると、開口部に充填された導光性樹脂を介して、ＬＥＤの光
が筐体ケースの外側へと放出されて、所定の文字や数字を表示させることが可能になって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３３２７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年では、表示画面に求められる表示内容の多様化や価格の低下などの影響により、７
セグメントＬＥＤユニットに換えて、液晶パネルユニットが多く用いられるようになって
いる。液晶パネルユニットでは、文字や数字だけに限られない様々な表示が可能となって
いる。このため、現在では、７セグメントＬＥＤユニットの販売・流通量が低下しており
、７セグメントＬＥＤユニットの方が、液晶パネルユニットよりもコストが高くなる傾向
があった。
【０００７】
　一方で、建築現場等において用いられるエアコンプレッサ等は、屋外で使用されること
が多いため、耐振性、耐水性、対塵性、耐電性等が求められている。このため、エアコン
プレッサの発光表示部分では、耐振性、耐水性、対塵性、耐電性等に劣る液晶パネルユニ
ットを用いることは容易ではなく、コスト高であっても７セグメントＬＥＤユニットが多
く用いられている。
【０００８】
　一方で、７セグメントＬＥＤユニットは、上述したようなユニットとして汎用品化され
ているため、７セグメントＬＥＤユニットを発光表示装置に用いる場合には、汎用品化さ
れた７セグメントＬＥＤユニットを収納するための構造が複雑化する傾向があった。さら
に、汎用品化された７セグメントＬＥＤユニットを用いる場合には、発光表示装置に対す
る耐振性、耐水性、対塵性、耐電性等を確保する必要が生ずるため、構造の複雑化に加え
て、設計の困難性が増大してしまうという問題があった。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、構造の簡略化を図ると共に、耐振性等
に優れた発光表示装置およびエアコンプレッサを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る発光表示装置は、ＬＥＤが配設された基板部
と、前記ＬＥＤが配設された側の基板面が覆われるようにして、前記基板部の取り付けが
行われるケース本体とを有し、前記ケース本体の天井面には、前記ＬＥＤと対向する位置
に、前記ＬＥＤの光を前記ケース本体の外側へ誘導するための導通路が形成されることを
特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る発光表示装置は、基板面が覆われるようにしてケース本体に基板部が取り
付けられているため、基板に配設されたＬＥＤ対してケース本体が直接対向する構造にな
っている。さらに、ケース本体の天井面には、ＬＥＤに対向する位置にＬＥＤの光を外側
へ誘導する導通路が形成されている。この構造によって、ケース本体の天井面側と、ＬＥ
Ｄとの距離を近くすることができるので、ケース本体の天井面側から視認されるＬＥＤの
輝度を高めることが可能になる。
【００１２】
　また、本発明に係る発光表示装置は、ＬＥＤと基板部と本体ケースとによって構成され
ている。このため、汎用品化された７セグメントＬＥＤユニットを用いる必要が無く、構
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造が簡単になると共に、発光表示装置における設計の自由度を高めることができる。さら
に、コストの低廉化を図ることも可能となる。
【００１３】
　さらに、上述した発光表示装置において、前記基板部を、一方の面に導電部が配設され
る片面実装基板としたものであってもよい。
【００１４】
　本発明に係る発光表示装置では、基板部を、一方の面に導電部が配設される片面実装基
板としたものにすることによって、裏面を絶縁することが可能になる。このため、裏面側
のコーティングが不要となり、防塵・防水性を確保することが容易になる。
【００１５】
　また、上述する発光表示装置において、前記導通路の前記外側の開口部に対して、前記
ＬＥＤの光を拡散させるための拡散シートが設置されるものであってもよい。
【００１６】
　本発明に係る発光表示装置では、導通路の外側の開口部に対して、ＬＥＤの光を拡散さ
せるための拡散シートが設置される。このため、導通路の外側の開口部において光の拡散
を図ることが容易となり、導通路の外側の開口部を、全体的に発光させることが可能にな
る。
【００１７】
　また、拡散シートを設けることによって、発光表示装置が振動等する場合であっても、
ＬＥＤの光を安定した状態で視認させることが可能となる。
【００１８】
　さらに、上述した発光表示装置は、前記ＬＥＤの上面と、該ＬＥＤに対向する前記ケー
ス本体の天井面との間に、予め間隔が決定される間隙ｄが形成されているものであっても
よい。
【００１９】
　本発明に係る発光表示装置は、ＬＥＤの上面と、ＬＥＤに対向するケース本体の天井面
との間に、予め間隔が決定された間隙ｄが形成されているため、ＬＥＤがケース本体に接
触することを防止することができる。したがって、振動等が発生するエアコンプレッサ等
に発光表示装置が設けられる場合であっても、振動等によってＬＥＤが破損してしまうこ
とを防止することができ、耐振性能を高めることが可能である。
【００２０】
　また、上述した発光表示装置において、前記間隙ｄの間隔は、前記導通路の前記ＬＥＤ
側の開口部に対して、前記ＬＥＤより発光された光の発光角度に基づいて決定されるもの
であってもよい。
【００２１】
　ＬＥＤとケース本体の天井面との間に間隙ｄが形成されている場合には、ＬＥＤの光が
間隙ｄに進入してしまい、他のＬＥＤ用の導通路等に光が漏れてしまうおそれがある。一
方で、ＬＥＤの発光範囲は、フィラメント等を用いた電灯等に比べて範囲が狭いため、光
の照射範囲が限定される。
【００２２】
　本発明に係る発光表示装置では、導通路のＬＥＤ側の開口部に対して、ＬＥＤより発光
された光の全てが案内されるように、ＬＥＤの発光角度に基づいて、間隙ｄの間隔が決定
される。このため、ＬＥＤとケース本体の天井面との間に間隙ｄが形成されている場合で
あっても、隣接する他のＬＥＤとの境界に遮光壁等を設ける必要が無い。従って、ＬＥＤ
の光の漏洩を防止することができ、ＬＥＤの光を、導光路を介してケース本体の外部に出
力させることが可能となる。
【００２３】
　また、本発明に係るエアコンプレッサは、上述した発光表示装置を備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
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【００２４】
　本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサは、基板面が覆われるようにしてケ
ース本体に基板部が取り付けられているため、基板に配設されたＬＥＤ対してケース本体
が直接対向する構造になっている。さらに、ケース本体の天井面には、ＬＥＤに対向する
位置にＬＥＤの光を外側へ誘導する導通路が形成されている。この構造によって、ケース
本体の天井面側と、ＬＥＤとの距離を近くすることができるので、ケース本体の天井面側
から視認されるＬＥＤの輝度を高めることが可能になる。
【００２５】
　また、本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサは、ＬＥＤと基板部と本体ケ
ースとによって構成される。このため、汎用品化された７セグメントＬＥＤユニットを用
いる必要が無く、構造が簡単になると共に、発光表示装置における設計の自由度を高める
ことができる。さらに、コストの低廉化を図ることも可能となる。
【００２６】
　さらに、本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサでは、基板部を、一方の面
に導電部が配設される片面実装基板としたものにすることによって、裏面を絶縁すること
が可能になる。このため、裏面側のコーティングが不要となり、防塵・防水性を確保する
ことが容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態に係る発光表示装置が設けられるエアコンプレッサを示した外観斜視
図である。
【図２】（ａ）は、実施の形態に係る発光表示装置の正面外観を示した図であり、（ｂ）
は、表面保護用のシートを剥がした状態の正面外観を示した図である。
【図３】図２（ｂ）におけるＡ－Ａ断面を示した断面図と部分拡大図である。
【図４】図２（ｂ）におけるＢ－Ｂ断面を示した断面図と部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサに関して、一例を示し、図面
を用いて詳細に説明する。
【００２９】
　図１は、本発明に係る発光表示装置１が設けられるエアコンプレッサ１００を示した斜
視図である。エアコンプレッサ１００は、圧縮空気を利用した釘打機等の駆動工具に対し
て圧縮空気を供給する役割を有している。エアコンプレッサ１００の筐体１０１の下部に
は、一対のエアタンク１０２ａ，１０２ｂが設けられている。エアコンプレッサ１００で
は、図示を省略したモータの駆動によってエアタンク内の空気が圧縮され、エアタンク内
が一定の高圧力に維持される。エアコンプレッサ１００の左右前部には、駆動工具に圧縮
空気を供給するためのエアホースが取り付けられるエアチャック１０３ａ，１０３ｂが設
けられている。エアチャック１０３ａ，１０３ｂの近傍には、減圧弁調整ハンドル１０４
ａ，１０４ｂと、減圧弁取出圧力計１０５ａ，１０５ｂとが設けられている。減圧弁調整
ハンドル１０４ａ，１０４ｂを操作することによって、エアチャック１０３ａ，１０３ｂ
から出力される圧縮空気の圧力調整を行うことが可能になっている。
【００３０】
　エアコンプレッサ１００の正面には、発光表示装置１が設けられている。発光表示装置
１には、図２（ａ）（ｂ）に示すように、中央上部に、７セグメント表示による表示部１
０が設けられている。また、発光表示装置１には、エアコンプレッサ１００を駆動させる
ための電源ボタン２と、電源ボタン用の点灯ランプ５ａと、駆動モード等の切替を行うた
めのモード切替ボタン３と、設定されたモードを示す点灯ランプ３ａ～３ｃと、表示部１
０に表示する電圧表示の切り替えを行うと共に、静音タイマの確定を行うための表示切替
ボタン４と、静音モードで運転するためのタイマ時間設定を行うための静音タイマ設定ボ
タン５と、静音モードを示す点灯ランプ５ｂと、エアコンプレッサにおける「点検」「警
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告」「診断」状態等を示す点灯ランプ５ｃ～５ｅが設けられている。また、発光表示装置
１の表面には、発光表示装置１に対する防水性、防塵性を考慮して、図２（ｂ）に示す発
光表示装置１のケース本体に対して、図２（ａ）に示すような表面保護用のシート１１が
貼り付けられている。
【００３１】
　発光表示装置１は、図３および図４に示すように、ケース本体２０と、基板部３０と、
複数のＬＥＤ４０とを有している。ＬＥＤ４０には、小型チップ型のＬＥＤが用いられて
いる。ＬＥＤ４０は、基板部３０の表面側３０ａに対して「８」の字の各辺中央に位置す
るように配設される。基板部３０における「８」の字の配置位置は、３文字分設けられて
いるため、小数点を示すＬＥＤを加えると、７セグメント表示に利用されるＬＥＤが２２
個配設されることになる。
【００３２】
　また、基板部３０には、「点検」「警告」「診断」状態等を示す点灯ランプ５ｃ～５ｅ
用の３つのＬＥＤ（点灯ランプ５ｃのＬＥＤ４０ａのみ図示）と、設定されたモードを示
す点灯ランプ３ａ～３ｃ用の３つのＬＥＤ（図示省略）と、電源ボタンの点灯ランプ用５
ａのＬＥＤ（図示省略）と、静音モードを示す点灯ランプ５ｂ用のＬＥＤ（図示省略）と
が設けられている。さらに、基板部３０には、図３および図４に示すように、モード切替
ボタン３によるモード切替を検出するためのモード切替用押圧端子２ａや、電源ボタン２
による電源のオン／オフ検出を行うための電源用押圧端子（図示省略）や、表示切替ボタ
ン４による静音タイマの確定や電圧表示切替を検出するための表示切替用押圧端子４ｂや
、静音タイマ設定ボタン５による静音モードのタイマ時間設定を検出するための押圧端子
（図示省略）等が設けられている。
【００３３】
　基板部３０の裏面３０ｂには、全体（裏面全面）に電気導電部が無い構造になっている
。このため、コーティングが不要でありながら、防水性（耐水性）は確保される。また、
基板部３０の裏面３０ｂにおける感電リスク等を低減させることが可能となる。
【００３４】
　ケース本体２０は、一定の高さの側面壁２０ｂにより略矩形を呈する天井面２０ａの外
周が囲まれた形状を呈しており、側面壁２０ｂにより底面側が開放された形状となってい
る。ＬＥＤ４０，４０ａが配設された基板部３０は、ケース本体２０の底面側からケース
本体の内部に収納される。ケース本体２０の内部に収納された基板部３０は、表面側３０
ａ（ＬＥＤ４０が配設された側）が、ケース本体２０の天井面２０ａの下側（ケース本体
２０の内部側）面に対向するようにして、ケース本体２０に収納される。
【００３５】
　ケース本体２０における天井面２０ａの下側には、ケース本体２０に収納された基板部
３０を固定するための台座部２０ｃが複数設けられている。台座部２０ｃの底面には、ネ
ジ部材５０の脚部ネジに螺合するねじ穴が形成されており、基板部３０の裏面３０ｂ側か
らネジ部材５０を用いて基板部３０を台座部２０ｃに取り付けることによって、基板部３
０がケース本体２０に締結固定されることになる。
【００３６】
　さらに、ケース本体２０における側面壁２０ｂと基板部３０の外縁部との間には、シー
ル部材２５が介在されている。基板部３０の裏面３０ｂには、端子が出ないようにするこ
とによって防水処理がなされている。さらに、側面壁２０ｂと基板部３０の外縁部との間
にシール部材２５が介在されることによって、ケース本体２０および基板部３０における
防水性、防塵性を高めることが可能になる。
【００３７】
　ケース本体２０における天井面２０ａの下側面であって、ＬＥＤ４０の配設位置に対応
する位置には、ＬＥＤ４０の上方を覆うようにして突出形成されるセグメントブロック部
２０ｄが設けられている。セグメントブロック部２０ｄは、一定の厚みを設けることによ
りＬＥＤ側の上面４１近傍位置まで下面（底面２０ｅ）が突出した状態で、ケース本体２
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０と一体に形成される。なお、セグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅと、ＬＥＤ４０
の上面４１との間には、一定の間隔からなる間隙ｄが確保されており、ＬＥＤ４０の上面
４１とセグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅとが、接触しないように設計されている
。
【００３８】
　また、セグメントブロック部２０ｄが一体形成されたケース本体２０の天井面２０ａに
は、矩形状の凹所２０ｆが形成されている。この凹所２０ｆの底面には、各ＬＥＤ４０を
臨むようにして「８」の字の各辺に対応する導通路５１が形成されている。
【００３９】
　導通路５１は、ケース本体２０の天井面２０ａ（より詳細には、凹所２０ｆの底面）と
セグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅとを連通する連通孔である。この導通路５１を
介して、基板部３０に配設されたＬＥＤ４０の光を、ケース本体２０の外側へと案内する
ことが可能となっている。
【００４０】
　導通路５１の下側開口（セグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅ側の開口）５１ａは
、ＬＥＤ４０の上面４１とほぼ等しい縦横寸法で構成された長方形状の開口を備えている
。一方で、導通路５１の上側開口（凹所２０ｆの底面側の開口）５１ｂの短辺は、下側開
口５１ａの短辺とほぼ等しい幅寸法となっているが、長辺は、７セグメント表示における
「８」の字の各辺の長さ寸法（長尺寸法）とほぼ等しい寸法となっている。このため、導
通路５１は、図３に示すように、下側開口５１ａから上側開口５１ｂへと進むに従って、
内部の長辺幅が拡幅するテーパー形状の断面形状によって形成される。
【００４１】
　また、基板部３０が台座部２０ｃを介してケース本体２０に取り付けられているため、
上述したように、セグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅと、ＬＥＤ４０の上面４１と
の間には一定の間隔の間隙ｄが確保されることになる。この間隙ｄは、ＬＥＤ４０の発光
時の光が、導通路５１の下側開口５１ａに全て案内されるように、ＬＥＤ４０の発光角度
を考慮して決められている。
【００４２】
　このため、「８」の字の各辺中心位置にＬＥＤ４０が配設された場合において、隣接す
る他のＬＥＤ４０との間に遮光壁などを設けなくても、各ＬＥＤ４０の全ての光は、対向
する導通路５１の下側開口５１ａを介して導通路５１内に案内される。従って、ＬＥＤ４
０の光が間隙ｄを通って他のＬＥＤ４０等を照明してしまうことがなく、他のＬＥＤ４０
用の他の導通路５１を介して、光が他のセグメントへ漏れ出てしまうこともない。なお、
導通路５１が形成されるセグメントブロック部２０ｄおよびケース本体２０は、ＬＥＤ４
０による光の干渉を防ぐと共に光の反射を防止するために黒色系の樹脂材料によって構成
される。
【００４３】
　また、凹所２０ｆの底面には、導通路５１を通過して上側開口５１ｂまで案内されたＬ
ＥＤ４０の光を拡散させるために、拡散シート６０が設けられる。この拡散シート６０は
、凹所２０ｆの矩形平面に対応する縦横寸法で構成されている。
【００４４】
　上述したように、導通路５１は、下側開口５１ａから上側開口５１ｂに進むに従って拡
幅したテーパー形状の断面を備えているため、導通路５１の上側開口５１ｂは、下側開口
５１ａよりも幅広な開口面積を有することになる。しかしながら光源となるＬＥＤ４０の
発光面の大きさは、この上側開口５１ｂの開口面積よりも小さいため、上側開口５１ｂの
開口全体が発光するように、光を拡散する必要が生ずる。拡散シート６０を、凹所２０ｆ
の底面に設けることによって、ＬＥＤ４０の光源に近い輝度を維持しつつ、上側開口５１
ｂの開口全体を発光させることが可能になり、結果的に７セグメント表示の「８」の字の
一辺（発光したＬＥＤが配置される辺）全体を均一に発光させることが可能になる。
【００４５】
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　また、拡散シート６０を設けることによって、エアコンプレッサ１００が振動等する場
合であっても、ＬＥＤ４０の光を安定した状態でユーザに視認させることが可能となる。
さらに、エアコンプレッサ１００が振動等する場合であっても、セグメントブロック部２
０ｄの底面２０ｅと、ＬＥＤ４０の上面４１との間には一定の間隙ｄが確保されているた
め、ＬＥＤ４０の上面４１とセグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅとは接触すること
はない。このため、間隙ｄの確保によって振動等によるＬＥＤ４０の破損等を防止するこ
とができると共に、拡散シート６０によって、振動等による視認性低下を防ぐことができ
る。したがって、振動に対する性能向上を図ることが可能となる。
【００４６】
　拡散シート６０が設置された凹所２０ｆに対しては、拡散シート６０の上に積層するよ
うにして、透明な矩形状の樹脂板材６２が設置される。透明な樹脂板材６２は、凹所２０
ｆの矩形平面に対応する縦横寸法で構成され、設置時に上面が天井面２０ａと面一になる
高さ寸法に規定されている。透明な樹脂板材６２によって、拡散シート６０で拡散された
光が遮蔽等されることなく発光表示装置１の外部へと導光されることになる。また、凹所
２０ｆに透明な樹脂板材６２を設置することによりＬＥＤ４０の上面４１から導通路５１
の上側開口５１ｂまでの距離を短くすることが可能となり、ＬＥＤ４０の輝度を十分に保
ったまま、発光表示装置１の外部へとＬＥＤ４０の光を導出することが可能になる。
【００４７】
　以上説明したように、実施の形態に係る発光表示装置１では、ケース本体２０に形成さ
れたセグメントブロック部２０ｄに導通路５１が形成されると共に、セグメントブロック
部２０ｄの底面２０ｅとＬＥＤ４０の上面４１との間に間隙ｄが形成された状態で、基板
部３０がケース本体２０に取り付けられる。このような構成にすることによって、汎用品
化された７セグメントＬＥＤユニットを用いる場合に比べて、構成が簡略になるため、発
光表示装置のコスト低減を図ることが可能となる。また、７セグメントＬＥＤユニットを
用いることなく７セグメント表示を実現することが可能であるため、発光表示装置の設計
の自由度が高まると共に、発光表示装置の薄型化等の改良が容易となる。
【００４８】
　また、７セグメントＬＥＤユニットを用いることなく７セグメント表示を実現すること
が可能であるため、７セグメントにより表示される文字や数字の大きさを調整することが
容易となる。特に、実施の形態に示した発光表示装置１では、ＬＥＤ４０が発光したとき
の光が、導通路５１の下側開口５１ａに全て案内されるように、ＬＥＤ４０の発光角度を
考慮して、間隙ｄの間隔が決められている。このため、基板部３０においてＬＥＤ４０の
配置間隔が狭い場合であっても、ＬＥＤ４０の光が間隙ｄを通って他のＬＥＤ４０等を照
明してしまったり、他のＬＥＤ４０用の他の導通路５１を介して、光が他のセグメントへ
漏れ出てしまったりすることがない。このため、７セグメントにより表示される文字や数
字等の大きさを小さくしたい場合であって、基板部３０におけるＬＥＤ４０の配置間隔を
狭くする必要が生ずる場合であっても、ＬＥＤ４０の光が他のセグメントの照明に影響を
与える（干渉する）ことがなく、７セグメントにより表示される文字や数字の大きさを容
易に変更する（例えば、小さくする）ことが可能になる。
【００４９】
　また、実施の形態に係る発光表示装置１では、拡散シート６０を、凹所２０ｆの底面に
設けることによって、上側開口５１ｂの開口全体を発光させることが可能になり、結果的
に、７セグメントの一つの辺全体を均一に発光させることが可能になる。さらに、拡散シ
ート６０を設けることによって、エアコンプレッサ１００が振動等する場合であっても、
ＬＥＤ４０の光を安定した状態でユーザに視認させることが可能となる。
【００５０】
　また、セグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅとＬＥＤ４０の上面４１との間には、
間隙ｄが形成されているため、エアコンプレッサ１００が振動等する場合であっても、Ｌ
ＥＤ４０がセグメントブロック部２０ｄの底面２０ｅとは接触することはなく、振動等に
よってＬＥＤ４０が破損等してしまうことを防ぐことができる。
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【００５１】
　さらに、実施の形態に係る発光表示装置１では、ケース本体２０の凹所２０ｆに、透明
な樹脂板材６２を設置することによって、ＬＥＤ４０の上面４１から導通路５１の上側開
口５１ｂまでの距離を短くすることができるので、ＬＥＤ４０が高輝度の製品でなくても
輝度を十分に確保することが容易になり、発光表示装置１の視認性を高めることが可能と
なる。
【００５２】
　また、基板部３０の裏面３０ｂには、特にコーティングを施していないが、端子などが
なく、裏面全体が絶縁されている。さらに、側面壁２０ｂと基板部３０の外縁部との間に
シール部材２５が介在されている。このため、ケース本体２０および基板部３０における
防水性、防塵性、防電性を高めることが可能になる。
【００５３】
　以上、本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサに関し、一例を示すと共に図
面を用いて詳細に説明したが、本発明に係る発光表示装置およびエアコンプレッサは、上
述した実施の形態に示したものには限定されない。
【００５４】
　例えば、実施の形態に係る発光表示装置１では、ＬＥＤを用いた７セグメントの表示構
成について説明を行ったが、発光表示装置の構成は、７セグメントで表示を行う構成には
限定されない。基板部上にＬＥＤを配設し、ケース本体に対して導通路を設置すると共に
、導通路の下側開口とＬＥＤ上面とが対向するように、ケース本体に基板部を取り付ける
構成であれば、実施の形態に示した発光表示装置１と同様の効果を奏することが可能であ
る。このため、７セグメントにより構成される「８」の字の各辺部分に、ＬＥＤが配列さ
れる構成でなくても、実施の形態に係る発光表示装置１と同様の効果を奏することが可能
であり、ＬＥＤの配置位置は特に限定されない。
【００５５】
　また、７セグメントによるＬＥＤの表示方式ではなく、複数のＬＥＤを基板部に対して
マトリックス状に配設し、基板部をケース本体に取り付けた後に、マトリックス状に形成
された導通路により、ＬＥＤの光をケース本体の外部に対して点消灯表示させるマトリッ
クスＬＥＤ方式によって、発光表示装置が構成されるものであってもよい。このようなマ
トリックスＬＥＤ方式で発光表示装置が構成される場合であっても、実施の形態に示した
発光表示装置１と同様の効果を得ることが可能である。
【符号の説明】
【００５６】
１     …発光表示装置
２     …電源ボタン
２ａ   …モード切替用押圧端子
３     …モード切替ボタン
３ａ～３ｃ，５ａ～５ｅ  …点灯ランプ
４     …表示切替ボタン
４ｂ   …表示切替用押圧端子
５     …静音タイマ設定ボタン
１１   …（表面保護用の）シート
１０   …表示部
２０   …ケース本体
２０ａ  …天井面
２０ｂ  …側面壁
２０ｃ  …台座部
２０ｄ  …セグメントブロック部
２０ｅ  …（セグメントブロック部の）底面
２０ｆ  …（天井面の）凹所
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２５   …シール部材
３０   …基板部
３０ａ  …（基板部の）表面側
３０ｂ  …（基板部の）裏面
４０，４０ａ   …ＬＥＤ
４１   …（ＬＥＤの）上面
５０   …ネジ部材
５１   …導通路
５１ａ  …（導通路の）下側開口（ＬＥＤ側の開口部）
５１ｂ  …（導通路の）上側開口（外側の開口部）
６０   …拡散シート
６２   …透明な樹脂板材
１００  …エアコンプレッサ
１０１  …（エアコンプレッサの）筐体
１０２ａ，１０２ｂ  …エアタンク
１０３ａ，１０３ｂ  …エアチャック
１０４ａ，１０４ｂ  …減圧弁調整ハンドル
１０５ａ，１０５ｂ  …減圧弁取出圧力計
ｄ  …間隙

【図１】 【図２】
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